
「新成長戦略」（平成22年 6月 18日閣議決定）（抄） 

 
第２章 新たな成長戦略の基本方針 

－経済・財政・社会保障の一体的建て直し－ 

 

政策の優先順位の判断基準 

 

(ⅱ)「選択と集中」基準 

 

（制度・政策一体基準） 

制度改革と一体的に実施することで相乗的な効果が期待される政策・事業を重視する。

特に、潜在的な需要を抑えているルールを変更すること（規制・制度の改革、総合特区

の創設等）は極めて重要である。その際、これと一体的に行うことが必要となる事後チ

ェック体制の強化、安全性の確保のための体制強化、弱い立場の人々への対応、個人情

報の保護の強化等に十分配慮する。 

 

 

第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 

 
強みを活かす成長分野 

 
（１）グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略  

 
【2020年までの目標】 

『50 兆円超の環境関連新規市場』、『140 万人の環境分野の新規雇用』、『日本の民間ベー

スの技術を活かした世界の温室効果ガス削減量を13億トン以上とすること（日本全体の

総排出量に相当）を目標とする』 

 
（地方から経済社会構造を変革するモデル） 
公共交通の利用促進等による都市・地域構造の低炭素化、再生可能エネルギーやそれ

を支えるスマートグリッドの構築、適正な資源リサイクルの徹底、情報通信技術の活用、

住宅等のゼロエミッション化など、エコ社会形成の取組を支援する。そのため、規制改

革、税制のグリーン化を含めた総合的な政策パッケージを活用しながら、環境、健康、

観光を柱とする集中投資事業を行い、自立した地方からの持続可能な経済社会構造の変

革を実現する第一歩を踏み出す。 
 
フロンティアの開拓による成長 

 
（４）観光立国・地域活性化戦略  

 
～地域資源の活用による地方都市の再生、成長の牽引役としての大都市の再生～ 

CS875095
テキストボックス
資料３



【2020年までの目標】  

『地域資源を最大限活用し地域力を向上』 

『大都市圏の空港、港湾、道路等のインフラの戦略的重点投資』 

 
（地域政策の方向転換） 

この10年間、大都市への人口集中が進む一方で、地方の中心市街地はシャッター通り

と化し、地域経済の地盤沈下が著しい。このような地方都市の状況は結果として国全体

の成長のマイナス要因となってきた。地方都市が空洞化した背景には、これまでの国の

地域振興策が、「選択と集中」の視点に欠け、ハコモノ偏重で、地方の個性を伸ばし自立

を促してこなかったことに他ならない。一方で、地方にはその土地固有の歴史と文化・

芸術がある。例えば、フランスで最も住みやすい街として知られるナント市が、かつて

の産業・工業都市から歴史遺産の「文化」と「芸術」により都市の再生を果たしたよう

に、これからの国の地域振興策は、NPO 等の「新しい公共」との連携の下で、特区制度

等の活用により、地方の「創造力」と「文化力」の芽を育てる施策に転換しなければな

らない。 

 
（大都市の再生） 

大都市は、これまでは国の成長の牽引役としての役割を果たしてきたが、ソウル、シ

ンガポール、上海、天津等の他のアジア都市は国を挙げて競争力向上のための取組を推

進しており、国としての国際的、広域的視点を踏まえた都市戦略がなければ、少子高齢

化もあいまって東京でさえ活力が失われ、国の成長の足を引っ張ることになりかねない。 

このため、成長の足がかりとなる、投資効果の高い大都市圏の空港、港湾、道路等の真

に必要なインフラの重点投資と魅力向上のための拠点整備を戦略的に進め、世界、アジ

アのヒト・モノの交流の拠点を目指す必要がある。この整備に当たっては、厳しい財政

事情の中で、特区制度、PFI、PPP等の積極的な活用により、民間の知恵と資金を積極的

に活用する。 



《21世紀の日本の復活に向けた21の国家戦略プロジェクト》 

 
 
強みを活かす成長分野 

 
Ⅰ．グリーン・イノベーションにおける国家戦略プロジェクト 

２．「環境未来都市」構想  

未来に向けた技術、仕組み、サービス、まちづくりで世界トップクラスの成功事例を

生み出し、国内外への普及展開を図る「環境未来都市」を創設する。具体的には、内外

に誇れる「緑豊かな、人の温もりの感じられる」まちづくりのもとで、「事業性、他の都

市への波及効果」を十分に勘案し、スマートグリッド、再生可能エネルギー、次世代自

動車を組み合わせた都市のエネルギーマネジメントシステムの構築、事業再編や関連産

業の育成、再生可能エネルギーの総合的な利用拡大等の施策を、環境モデル都市等から

厳選された戦略的都市・地域に集中投入する。 
このための新法を整備する（環境未来都市整備促進法（仮称））。関係府省は、次世代

社会システム、設備補助等関連予算を集中し、規制改革、税制のグリーン化等の制度改

革を含め徹底的な支援を行う。また、都市全体を輸出パッケージとして、アジア諸国と

の政府間提携を進める。 
 
フロンティアの開拓による成長 

 
Ⅳ．観光立国・地域活性化における国家戦略プロジェクト 

11．「総合特区制度」の創設と徹底したオープンスカイの推進等  

地域の責任ある戦略、民間の知恵と資金、国の施策の「選択と集中」の観点を最大限

活かす「総合特区制度」を創設する。具体的には、①我が国全体の成長を牽引し、国際

レベルでの競争優位性を持ちうる大都市等の特定地域を対象とする「国際戦略総合特区

（仮称）」を設け、我が国経済の成長エンジンとなる産業や外資系企業等の集積を促進す

るため、必要な規制の特例措置及び税制・財政・金融上の支援措置等を総合的に盛り込

む。その際、法人税等の措置についても検討を行う。また、②全国で展開する「地域活

性化総合特区（仮称）」では、地域の知恵と工夫を最大限活かす規制の特例措置及び税制・

財政・金融上の支援措置等、「新しい公共」との連携を含めた政策パッケージを講じる。 
これら総合特区制度の創設により、拠点形成による国際競争力等の向上、地域資源を

最大限活用した地域力の向上が期待される。 
また、アジア・世界からのヒト・モノ・カネの流れ倍増を目指し、羽田の「24 時間国

際拠点空港化」、首都圏空港を含めた徹底したオープンスカイを進めるとともに、港湾の

「選択と集中」を進め、民間の知恵と資金を活用した港湾経営の実現等を図る。 

13．中古住宅・リフォーム市場の倍増等 

 内需の要である住宅投資の活性化を促す。具体的には、これまでの新築重視の住宅政

策からストック重視の住宅政策への転換を促進するため、建物検査・保証、住宅履歴情



報の普及促進等の市場環境整備・規制改革、老朽化マンションの再生等を盛り込んだ中

古・リフォーム市場整備のためのトータルプランを策定する。 

また、省エネ・耐震・バリアフリー、長期優良住宅等の質の高い新築住宅の普及促進

を図るため、住宅エコポイント等に加え、住宅等のネット・ゼロ・エネルギー化に向け

た新たな省エネ基準を策定する。さらに、建築基準法の見直しやリバースモーゲージの

活用促進を図る。これにより、新たな成長産業としての住宅市場の活性化を図るととも

に、「二地域居住」など生活の質の向上を実感する新たなライフスタイルの変革を促す。 

 これにより、中古住宅流通市場・リフォーム市場を 20 兆円まで倍増を図るとともに、

ネット・ゼロ・エネルギー住宅を標準的な新築住宅とすることを目指す。 

 




